
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　外枠の前面に開閉動可能に装着した前枠と、
　該前枠に着脱自在に設置した遊技板と、
　その遊技板を前枠にロックするクランプ金具と、
　少なくとも二つのヒンジ構成部品を回動自在に接合してなるヒンジ具を使用し、該ヒン
ジ具を介して前枠裏面に取り付ける機構板と、
　

パチンコ機において、
　前記二つのヒンジ構成部品同士か、又は、機構板側に固着したヒンジ具と前枠か、又は
、前枠側に固着したヒンジ具と機構板との接合方向を前枠の裏面とほぼ垂直な方向に設定
し、
　一方、

ことを特徴とするパチンコ機。
【請求項２】
　遊技板を装着した後の前記操作窓を蓋部材で塞ぐようにしたことを特徴とする請求項１
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を備え、
前記クランプ金具は、操作用の摘み片を有し、該摘み片を回動させて、摘み片が遊技板

の側面近くに寄り添うクランプ位置と、摘み片が遊技板の外側に跳ね上がるアンクランプ
位置と、を切り替えるものであって、前枠が外枠の正面に重なった閉じ位置にあるとき、
クランプ金具のクランプ位置からアンクランプ位置への摘み片の回動軌道と外枠とが重な
るようになっている

前枠が閉じ位置にあるときの外枠の前記クランプ金具と対向する位置に、外枠の
前縁に開放するコ字状の切欠形態であってクランプ金具の摘み片のアンクランプ位置への
跳ね上げを可能とする操作窓を設けた



記載のパチンコ機。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　本発明は、パチンコ機に関する。
【０００２】
【従来の技術】
　一般にパチンコ機は、外枠、前枠、遊技板、機構板などで概略構成される。前記前枠の
一側上下部分にはピン型金具があり、一方、外枠の一側上下部分には軸受型金具があり、
このピン型金具と軸受型金具の嵌め合いにより前枠が外枠前面に開閉動可能な状態で取り
付けられている。また、前枠裏面には、桟枠部材が一体成形又はビス着されており、該桟
枠部材の中に遊技板が嵌まり込んでいる。
【０００３】
　而して、前記機構板は前枠の桟枠部材にヒンジ具を介して取り付けられる。ヒンジ具は
、ピン型のヒンジ構成部品と軸受型のヒンジ構成部品とで構成され、ピン型のヒンジ構成
部品が機構板に、また、軸受型のヒンジ構成部品が桟枠部材に夫々固着されており、機構
板側のヒンジ構成部品のピンが桟枠部材側のヒンジ構成部品の軸孔に嵌って両ヒンジ構成
部品同士が回動自在になっている。従って、機構板は、桟枠部材（前枠）に対してヒンジ
具を中心として開閉動可能である。また、ヒンジ具は、ピン型のヒンジ構成部品のピンを
軸受型のヒンジ構成部品の軸孔に差し込んだ構造であるため、機構板を上向きに持ち上げ
ればヒンジ構成部品のピンが軸孔から抜ける。従って、機構板は前枠に対して着脱自在で
ある。
【０００４】
　ところでヒンジ具は、前記のようにピン型のヒンジ構成部品のピンを軸受型のヒンジ構
成部品の軸孔に抜き差しする係脱構造であるため、機構板を着脱するためには機構板の上
方に前記ピンの係脱に必要なスペースが最低限必要である。しかるに、パチンコ機は、前
枠を外枠に組み付けた状態において、機構板の上部と外枠の間に殆ど隙間がないから、機
構板の着脱は、前枠を外枠に組み付ける前か、又は、前枠を開いた状態にして行わなけれ
ばならない。このような理由により従来のパチンコ機の組み立ては、前枠に遊技板と機構
板を先に取り付け、最後にその前枠を外枠に組み付ける、という順序で行っていた。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
　従来の順序で前枠を外枠に組み付ける場合の作業は、先に遊技板と機構板が取り付いて
いて前枠が非常に重いため過酷な重労働であった。また、前枠を外枠に組み付ける作業は
、ピン型金具のピンを軸受型金具の軸孔に、しかも上下二箇所ほぼ同時に差し込むように
なっているから、重い前枠を操って微妙なピン合わせが必要であり、作業性が極端に悪い
不具合もあった。
【０００６】
　本発明は、上記に鑑みなされたもので、その目的は、外枠に前枠を先付けした状態での
遊技板及び機構板の取り付けを可能とすることにある。
【０００７】
【課題を解決するための手段】
　上記の目的を達成するため本発明は、外枠の前面に開閉動可能に装着した前枠と、該前
枠に着脱自在に設置した遊技板と、その遊技板を前枠にロックするクランプ金具と、少な
くとも二つのヒンジ構成部品を回動自在に接合してなるヒンジ具を使用し、該ヒンジ具を
介して前枠裏面に取り付ける機構板と、

パチンコ機において、
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を備え、前記クランプ金具は、操作用の摘み片を
有し、該摘み片を回動させて、摘み片が遊技板の側面近くに寄り添うクランプ位置と、摘
み片が遊技板の外側に跳ね上がるアンクランプ位置と、を切り替えるものであって、前枠
が外枠の正面に重なった閉じ位置にあるとき、クランプ金具のクランプ位置からアンクラ
ンプ位置への摘み片の回動軌道と外枠とが重なるようになっている



前記二つのヒンジ構成部品同士か、又は、機構板側に固着したヒンジ具と前枠か、又は、
前枠側に固着したヒンジ具と機構板との接合方向を前枠の裏面とほぼ垂直な方向に設定し
、一方、

パチンコ機を提供する。
【０００８】
【作用】
　ヒンジ具を構成する二つのヒンジ構成部品同士の接合方向を前枠の裏面とほぼ垂直な方
向に設定しておけば、機構板を前枠に取り付けるに際して機構板を上下動させる必要が殆
どないため、前枠を外枠に先付けしてからでも該前枠に機構板を取り付けることができる
。なお、機構板側に固着したヒンジ具（ヒンジ構成部品同士を接合したもの）と前枠か、
又は、前枠側に固着したヒンジ具（ヒンジ構成部品同士を接合したもの）と機構板との接
合方向を前枠の裏面とほぼ垂直な方向に設定した場合も、前枠を外枠に先付けして該前枠
に機構板を取り付けることができる。
　また、外枠の操作窓を利用すれば、前枠を外枠に装着したままの状態で、遊技板を前枠
にロックするためのクランプ金具を、クランプ位置からアンクランプ位置に自由に操作す
ることができる。
【０００９】
【発明の実施の形態】
　以下に本発明の実施の形態を図面を参照しつつ説明する。なお、図１はパチンコ機の裏
面図、図２は前枠を開いて示すパチンコ機の斜視図、図３は一部を拡大して示すパチンコ
機の斜視図、図４は一部を断面にして示すパチンコ機要部の裏面図、図５は一部を断面に
して示す機構板のヒンジ部分の裏面図、図６は機構板のヒンジ部分を示す分解断面図、図
７はヒンジ具の他の形態を示す断面図、図８（ａ），（ｂ）はヒンジ具の他の形態を示す
断面図、図９（ａ），（ｂ）はヒンジ具の他の形態を示す断面図、図１０は遊技板のクラ
ンプ部分を示す要部断面図である。
【００１０】
　周知のようにパチンコ機は、外枠１、前枠２、遊技板３、機構板４などで概略構成され
る。
【００１１】
　外枠１は、木製又は合成樹脂製であって、図１，図２に示したように、上下の枠材１ａ
，１ｂと左右の枠材１ｃ，１ｄで縦長長方形に枠組みし、その前面下縁に幕板１ｅを張設
してなる。外枠１には正面向かって左側に、上のコーナー部分と前記幕板１ｅ上面に夫々
軸受型金具５が取り付けられている。また、外枠１の枠材１ａ，１ｃ，１ｄには、後述す
るクランプ金具７に対応する位置に該クランプ金具７用の操作窓１ｗが貫設されている。
図示した操作窓１ｗは、貫通穴の形態にしてあるが、枠材１ａ，１ｃ，１ｄの前縁或いは
後縁に開放するコ字状の切欠形態にしてもよい。なお、このような操作窓１ｗの形態は、
全枠材１ａ，１ｃ，１ｄで統一する場合と、統一しない場合があり、後者の場合、例えば
、一つの枠材１ａ（１ｃ，１ｄ）に貫通穴形態の操作窓１ｗを、残りの枠材に切欠形態の
操作窓１ｗを設ける、という具合になる。
【００１２】
　前枠２は、木製又は合成樹脂製であって、その下端縁が前記外枠１の幕板１ｅの上端面
に載る状態で外枠１の正面に設置される。前枠２は、大きな窓穴２ｗを有する額縁形態で
あって、裏面に前記窓穴２ｗを囲う状態で桟枠部材２ａが固着（前枠２が合成樹脂製であ
る場合は一体成形の場合もある。）されている。また、前枠２には正面向かって左側の上
下両コーナー部分にピン型金具６が取り付けられており、該ピン型金具６のピン（図示せ
ず）が前記外枠１の軸受型金具５の軸孔（図示せず）に嵌っている。従って、前枠２は、
ピン型金具６のピンを中心として外枠１に対して開閉動自在である。
【００１３】
　遊技板３は、ベニヤ板の表面に合成樹脂製の化粧板を貼着したものであって、図６に示
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前枠が閉じ位置にあるときの外枠の前記クランプ金具と対向する位置に、外枠の
前縁に開放するコ字状の切欠形態であってクランプ金具の摘み片のアンクランプ位置への
跳ね上げを可能とする操作窓を設けた



したように桟枠部材２ａの中に嵌まり込み、さらに、図１０に示したように複数個（三個
）のクランプ金具７，７，７でロックされている。該クランプ金具７は、桟枠部材２ａか
ら突出する回転軸８に回動自在に軸着した手回し構造であって、操作用の摘み片７ａと、
遊技板３の裏面をクランプする作用片７ｂとからなる。前記回転軸８には図３に示したよ
うに頂部に止めナット８ａがあり、該止めナット８ａとクランプ金具７の間に圧縮ばね８
ｂが介装されていて遊技板３を押圧する方向の力が常時クランプ金具７に作用している。
【００１４】
　機構板４は合成樹脂製であって、景品球用の球タンク９や景品球を放出する景品球放出
装置１０、また、入賞球を集める入賞球集合樋１１や入賞球を処理する入賞球処理装置１
２などが集約設置されている。この機構板４は、遊技板３の裏面に重合する状態で上下二
個のヒンジ具１３，１３により前枠２の桟枠部材２ａに開閉動自在な状態で取り付けられ
ている。
【００１５】
　前記ヒンジ具１３は、桟枠部材２ａ側に固着したヒンジ構成部品１３ａと、機構板４側
に固着したヒンジ構成部品１３ｂとの組み合わせである。桟枠部材２ａのヒンジ構成部品
１３ａは、桟枠部材２ａに当接するビス止め用の台板１３ｃと、該台板１３ｃから直角に
曲げ起こした軸受板１３ｄと、その軸受板１３ｄに穿設した軸孔１３ｅとを有し、さらに
台板１３ｃ後部（機構板４に対向する側）に軸孔１３ｅに達する切欠部１３ｆを設けてな
る。なお、この切欠部１３ｆは外に向かって広がるテーパ形状になっている。
【００１６】
　一方、機構板４のヒンジ構成部品１３ｂは、機構板４に当接するビス止め用の台板１３
ｇと、該台板１３ｇから直角に曲げ起こした軸支板１３ｈと、その軸支板１３ｈに下向き
突設したピン１３ｊとを有する。該ヒンジ構成部品１３ｂのピン１３ｊは、基端部１３ｊ
０と先端部１３ｊ１の太さが異なる段付き構造であって、基端部１３ｊ０の直径が前記軸
孔１３ｅにほぼ等しく、先端部１３ｊ１の直径が前記切欠部１３ｆの最大広さにほぼ等し
い。また、ピン１３ｊの基端部１３ｊ０の長さは、軸支板１３ｈの厚みより僅かに長い程
度に設定してある。そして、パチンコ機の完成状態においては、桟枠部材２ａのヒンジ構
成部品１３ａの軸孔１３ｅに機構板４のヒンジ構成部品１３ｂのピン１３ｊの基端部１３
ｊ０が嵌って回動自在に接合する。なお、軸孔１３ｅには切欠部１３ｆが設けてあるが、
ピン１３ｊの基端部１３ｊ０の直径が該切欠部１３ｆより大きいため外れない。
【００１７】
　次ぎに、上記パチンコ機の製造（組立）方法について説明する。先ず、前枠２のピン型
金具６と外枠１の軸受型金具５とを合体させて外枠１に前枠２を取り付ける。この段階に
おいて前枠２には遊技板３も機構板４もなく、発射装置１４やスピーカー１５（図１参照
）など、ごく一部の部品だけしか取り付けられていないため軽量であり、それだけ外枠１
への装着も容易である。なお、このとき枠材１ａ，１ｃに対応するクランプ金具７，７は
、図１０二点鎖線のクランプ位置に回動させておく必要がある。そうしなければ、クラン
プ金具７の摘み片７ａが図２に示した外枠１のポイントＰにぶつかるため、桟枠部材２ａ
が外枠１内に入らないからである。但し、操作窓１ｗを枠材１ａ，１ｃの前縁に開放する
コ字状形態にした場合は、クランプ金具７がアンクランプ位置にあってもぶつかるおそれ
がないため、クランプ金具７をクランプ位置に一々回動させる煩わしさがない。一方、枠
材１ｄに対応する残りのクランプ金具７は、前枠２の回動中心近くにあるために摘み片７
ａが枠材１ｄの前縁を回り込むようにして移動する。従って、枠材１ｄに対応するクラン
プ金具７は、例え操作窓１ｗが貫通穴形態であっても、摘み片７ａが枠材１ｄの前縁を回
り込んで直接操作窓１ｗに飛び込むため、クランプ位置に回動させる必要がない。
【００１８】
　次ぎに、外枠１の操作窓１ｗから指を入れ、図１０実線のように全クランプ金具７をア
ンクランプ位置に回す。因に、従来のパチンコ機にはこのような操作窓１ｗがないため、
桟枠部材２ａが外枠１で囲われている状況下ではクランプ金具７の回動余地がない。それ
故、従来のパチンコ機では、前枠２に遊技板３を設置してからその前枠２を外枠１に組み
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付けていたのである。
【００１９】
　次ぎに、桟枠部材２ａに遊技板３を嵌め、操作窓１ｗから指を入れてクランプ金具７の
摘み片７ａを押し回し、全てのクランプ金具７を図１０二点鎖線のクランプ位置に回動さ
せる。その後、望ましくは、図２一点鎖線で示したように木や合成樹脂で作った蓋部材１
ｘを嵌合接着して用済みの操作窓１ｗを塞いでおくのがよい。
【００２０】
　なお、前記のように用済みの操作窓１ｗを蓋部材１ｘで塞ぐようにした場合、定期的に
行う遊技板３の嵌め換え作業などにおいてクランプ金具７の締め忘れ防止に効果がある。
すなわち、操作窓１ｗが外枠１の前縁に開放するコ字状の形態である場合、用済みの操作
窓１ｗを蓋部材１ｘで塞いでおけば、もしクランプ金具７を締め忘れたとしても、摘み片
７ａが蓋部材１ｘに衝突して前枠２が締まらない。また、操作窓１ｗが貫通穴形態か又は
外枠１の後縁に開放するコ字状形態である場合、前記のように枠材１ａ，１ｃに対応する
クランプ金具７，７は、図２中外枠１のポイントＰに衝突するから蓋部材１ｘの有無に拘
わらず締め忘れのおそれがないものの、枠材１ｄに対応する残りのクランプ金具７は、前
記のように枠材１ｄの前縁を回り込むように移動するから、蓋部材１ｘが無ければ摘み片
７ａが操作窓１ｗに直接飛び込んで締め忘れに気付かないおそれがある。これに対して、
枠材１ｄの操作窓１ｗを蓋部材１ｘで塞いでおけば、クランプ金具７の摘み片７ａが枠材
１ｄの前縁を回り込んだ後蓋部材１ｘにぶつかって止まるから、間違いなく締め忘れに気
付く。もちろん、前記枠材１ａ，１ｃの操作窓１ｗを蓋部材１ｘで塞ぐことは自由である
。
【００２１】
　次ぎに、桟枠部材２ａのヒンジ構成部品１３ａと機構板４のヒンジ構成部品１３ｂを接
合させて前枠２の裏面に機構板４を装着する。すなわち、ヒンジ構成部品１３ｂのピン１
３ｊの先端部１３ｊ１（なるべく基端部１３ｊ０寄りの位置）をヒンジ構成部品１３ａの
切欠部１３ｆに嵌め、そのまま前枠２に向けて強く押し込む。そうすると、ピン１３ｊの
先端部１３ｊ１が切欠部１３ｆを通過して軸孔１３ｅ内に入るからそのまま機構板４を少
し下げてピン１３ｊの基端部１３ｊ０と軸孔１３ｅを嵌め合わせる。この場合、機構板４
を外枠１内で下動させることになるが、そのための移動量は極僅かである。そして、前枠
２に装着した機構板４を周知のロック装置１６，１６…で固定する。なお、前記ピン１３
ｊの基端部１３ｊ０と先端部１３ｊ１の段部に錐台形のテーパを形成しておけば、軸孔１
３ｅに対して基端部１３ｊ０がスムーズに嵌まる。
【００２２】
　このように本実施形態の機構板４は、外枠１に組み付けたままの前枠２に対して該前枠
２の裏面と垂直な方向に動かしてヒンジ具１３のヒンジ構成部品１３ａ，１３ｂ同士を接
合させる、という特有の装着構造になっているが、一旦装着した後は従来通りヒンジ具１
３を中心として機構板４の開閉が可能であり、また、前枠２を開いて機構板４を持ち上げ
れば、ヒンジ構成部品１３ｂのピン１３ｊがヒンジ構成部品１３ａの軸孔１３ｅから抜け
るから、従来通りの要領で機構板４を着脱することができる。
【００２３】
　図７はヒンジ具１３の他の実施形態を示すもので、機構板４のヒンジ構成部品１３ｂの
ピン１３ｊは均一な丸棒形態とし、一方、桟枠部材２ａのヒンジ構成部品１３ａは弾性を
有する金属又は合成樹脂をほぼΩ型に形成したものである。このヒンジ具１３は、ヒンジ
構成部品１３ａの開口部分にピン１３ｊを押し付けるだけで容易に接合可能であり、且つ
、ヒンジ構成部品１３ａ，１３ｂの接合に際して機構板４を全く下動させなくてよい特徴
がある。
【００２４】
　図８（ａ），（ｂ）はヒンジ具１３の他の実施形態を示すものであって、前枠２のヒン
ジ構成部品１３ａを、Ｕ字溝１３ａ０を有する基材部１３ａ１と、先端に二股状の係止部
１３ａ２を有するロック片１３ａ３との組合せ構造とした点に特徴がある。このヒンジ構
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成部品１３ａは、ヒンジ構成部品１３ｂのピン１３ｊをＵ字溝１３ａ０に嵌めた後、該Ｕ
字溝１３ａ０にロック片１３ａ３を差し込んでヒンジ構成部品１３ｂと結合する。なお、
ロック片１３ａ３の係止部１３ａ２はＵ字溝１３ａ０側面の係止孔１３ａ４に所謂嵌め殺
し状態で係合し、一旦嵌まると外れない。但し、このロック片１３ａ３はピン１３ｊの上
下方向の抜き差し動作を妨げるものではない。
【００２５】
　以上図１～図８により説明した実施形態は、ヒンジ具に前枠の裏面とほぼ垂直な方向の
動きでヒンジ構成部品同士を接合させる横向き接合手段を設けて目的達成を図るようにし
たものである。
【００２６】
　一方、図９（ａ），（ｂ）はヒンジ構成部品１３ａ，１３ｂを接合させてヒンジ構成部
品１３ｂを予め機構板４にビス止めしておき、ヒンジ構成部品１３ａを桟枠部材２ａ（前
枠２）に最終段階で接合させて前枠２に機構板４を装着するようにしたものである。この
場合ヒンジ構成部品１３ａの台板１３ｃは桟枠部材２ａの上面に被嵌する断面略コ字状形
態であって、平行な二片の両先端縁に内側に曲がる係止爪１７を設けてある。一方、桟枠
部材２ａには、前記係止爪１７に嵌まり合う係止溝１８が設けてあり、ヒンジ構成部品１
３ａの台板１３ｃを桟枠部材２ａに被嵌すると図９（ｂ）のように係止溝１８に係止爪１
７が係合して外れない。なお、同様に、ヒンジ構成部品１３ａ，１３ｂを予め接合してヒ
ンジ構成部品１３ａを桟枠部材２ａに取り付けておき、最終段階でヒンジ構成部品１３ｂ
を機構板４に接合するようにすることもできる。
【００２７】
　以上発明の実施の形態を説明したが、上記説明には、従来のパチンコ機の組立工程を組
み替えることによって生産効率を向上させることができる新しいパチンコ機の製造（組立
）方法が開示されている。すなわち、「外枠の正面に前枠を取着し、次ぎに前枠を閉じ位
置においたまま該前枠に遊技板を取着してロックし、次ぎに前枠を閉じ位置にしたまま該
前枠に機構板を装着するようにしたパチンコ機の製造方法」である。
【００２８】
【発明の効果】
　以上のように本発明のパチンコ機は、ヒンジ具を構成する二つのヒンジ構成部品同士の
接合方向を前枠の裏面とほぼ垂直な方向に設定したから、前枠を外枠に先付けしてからで
も該前枠に機構板を取り付けることができる。また、外枠に操作窓を設けたことにより、
前枠を外枠に先付けしてから遊技板をその前枠に取り付けることもできる。これにより、
前枠を外枠に組み付ける工程を機構板と遊技板を前枠に取着する工程より先に実行する、
というようにパチンコ機の組立ラインを入れ換えることが可能であり、それによって作業
者の肉体的負担の軽減及び生産効率の大幅アップ、という優れた効果を発揮する。また、
機構板側に固着したヒンジ具と前枠か、又は、前枠側に固着したヒンジ具と機構板との接
合方向を前枠の裏面とほぼ垂直な方向に設定した場合も同様の効果を発揮する。
【００２９】
　また、 操作 クランプ金具の閉め忘れを誘発するおそれが
あるが、請求項２のように遊技板を装着した後の操作窓を蓋部材で塞ぐようにすれば、そ
のようなクランプ金具の閉め忘れが防止できる。
【図面の簡単な説明】
【図１】　パチンコ機の裏面図である。
【図２】　前枠を開いて示すパチンコ機の斜視図である。
【図３】　一部を拡大して示すパチンコ機の斜視図である。
【図４】　一部を断面にして示すパチンコ機要部の裏面図である。
【図５】　一部を断面にして示す機構板のヒンジ部分の裏面図である。
【図６】　機構板のヒンジ部分を示す分解断面図である。
【図７】　ヒンジ具の他の形態を示す断面図である。
【図８】　（ａ），（ｂ）はヒンジ具の他の形態を示す断面図である。
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【図９】　（ａ），（ｂ）はヒンジ具の他の形態を示す断面図である。
【図１０】　遊技板のクランプ部分を示す要部断面図である。
【符号の説明】
　１　　…外枠
　１ｗ　…操作窓
　２　　…前枠
　３　　…遊技板
　４　　…機構板
　７　　…クランプ金具
　
　１３　…ヒンジ具
　１３ａ，１３ｂ…ヒンジ構成部品
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】 【 図 ６ 】
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【 図 ７ 】 【 図 ８ 】

【 図 ９ 】 【 図 １ ０ 】
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